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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第１四半期
累計期間

第35期
第１四半期
累計期間

第34期

会計期間
自 2023年３月１日

至 2023年５月31日

自 2024年３月１日

至 2024年５月31日

自 2023年３月１日

至 2024年２月29日

売上高 （百万円） 4,301 3,316 15,409

経常損失(△) （百万円） △39 △160 △854

四半期(当期)純損失(△) （百万円） △116 △202 △1,151

持分法を適用した場合の投資
利益

（百万円） － － －

資本金 （百万円） 100 100 100

発行済株式総数 （千株） 15,597 15,597 15,597

純資産額 （百万円） 3,742 2,504 2,707

総資産額 （百万円） 9,807 7,837 8,375

１株当たり四半期(当期)純損
失(△)

（円） △7.52 △13.09 △74.46

潜在株式調整後１株当たり四
半期(当期)純利益

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 38.2 32.0 32.3
 

(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。　    

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は、次のとおりであります。

継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、前事業年度まで６期連続して営業損失を計上し、当第１四半期においても営業損失を計上しているた

め、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。

当該状況の解消の為に、下記の改善施策の実行により売上を回復し、収益性を高め、財務体質の改善を図ってま

いります。

（1）マルチブランド政策による品揃えの見直し

既存ブランドに対する選択と集中、また新ブランドの導入による品揃えの整備と鮮度向上を図り、過剰在庫

抑制と店舗の集客力向上を図ってまいります。また滞留在庫においては、引き続き、現金化を進めてまいりま

す。

（2）収益体質の改善

不採算店舗の退店による固定費の削減、及び業務の内製化推進によるコスト圧縮など経費コントロールを徹

底すると同時に、無駄な売価変更を抑制し、粗利率向上を図ります。

（3）重点販売商品の育成

歳時、年中行事に合わせてニーズが高まる商品や猛暑、暖冬などの気温に合わせて需要が高まる商品を重点

販売することで売上の核となる商品を育成し、業績回復の基盤作りを推進してまいります。

上記施策を中心に売上回復と抜本的な財務体質改善を図り、事業再建の進捗について緊密に親会社である株

式会社チヨダに報告しております。資金繰り状況によっては、親会社に対して資金面の支援要請を行い必要な

運転資金を確保することで、財務状況の安定化を図っていることから、現時点では、継続企業の前提に関する

重要な不確実性は認められないと判断しております。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間（2024年３月1日～2024年５月31日）における我が国の経済は、経済活動・社会活動の

正常化が進んだことから、企業収益及び雇用や所得環境が改善に向かい、緩やかな景気回復基調となりました

が、物価高騰や世界的な金融引き締めに伴う円安の常態化、不安定な海外情勢の長期化など、依然として経済

リスクは高く先行き不透明な状況が続いております。

当社が属するカジュアルウェア業界におきましては、物価高騰や気候変動に加え、生活防衛意識の高まりに

より消費マインドが低下する中、お客様ニーズに対応することが求められております。

このような状況のもと、当社は、引き続き「暮らしに役立つ商品と企業活動を通じて地域社会に貢献しま

す。」という企業理念のもと、お客様の生活に密着したライフスタイル提案を行ってまいりました。商品政策

につきましては、レディース部門の再構築の一環として、株式会社ワールドとの協業によるブランド「Ｈｕｓ

ＨｕｓＨ」の販売を開始し、知名度の高い新たなブランドと、売場作りのノウハウを導入することで集客力向

上を図りました。また、夏の機能性商品として、プライベートブランド「ＮＡＶＹ」の「ＳＡ・ＲＡ・ＲＩ」

シリーズの拡充や、「いつでもどこでも毎日フィット」をコンセプトとした快適で機能性に富んだ「ＮＡＶＹ

ＦＩＴ」シリーズを展開し、ファッション性と機能性が融合した商品群の展開を行ってまいりました。

営業利益の確保が最優先される現況において、収益体質の改善に向けた取り組みとして、不採算店舗の閉

鎖、及び持ち越し在庫の処分を進めると共に、徹底した仕入コントロールにより過剰なキャッシュアウトを抑

制し、収益性の改善に努めてまいりました。
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これらの結果、既存店売上高は、前年同四半期比11.9％減、既存店客数は、13.9％減、既存店客単価は、2.2％

増となりました。

また、当第１四半期累計期間末の店舗数は、１店舗の出店、６店舗の閉鎖により、273店舗（前年同四半期比41

店舗減）となりました。

利益面におきましては、売上高の減少に伴い、売上総利益は前年同四半期比21.0％減となりました。

経費面におきましては、賃借料や人件費等の減少により、販売費及び一般管理費は前年同四半期比15.3％減とな

りました。

これらの結果、当第１四半期累計期間における売上高は3,316百万円（前年同四半期比22.9％減）となりまし

た。

また、営業損失は173百万円（前年同四半期は営業損失59百万円）、経常損失は160百万円（前年同四半期は経常

損失39百万円）、四半期純損失は202百万円（前年同四半期は四半期純損失116百万円）となりました。

 
（2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ537百万円減少し、7,837百万円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末に比べ494百万円減少し、5,242百万円となりました。これは主に現金及び預金が

1,103百万円減少した一方で、商品が395百万円、売掛金が228百万円それぞれ増加したこと等によるものであり

ます。

固定資産は、前事業年度末に比べ43百万円減少し、2,594百万円となりました。これは主に敷金及び保証金が

38百万円減少したこと等によるものであります。

 

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ335百万円減少し、5,332百万円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末に比べ278百万円減少し、3,091百万円となりました。これは主に電子記録債務が

209百万円減少によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ56百万円減少し、2,240百万円となりました。

 
（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ202百万円減少し、2,504百万円となりま

した。

これは主に四半期純損失202百万円を計上したこと等によるものであります。

総資産に占める自己資本比率は32.0％となり前事業年度末に比べ0.4ポイント減となりました。

 
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

 
（4）研究開発活動

該当事項はありません。

 
 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,000,000

計 31,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2024年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年７月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,597,638 15,597,638
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数　100株

計 15,597,638 15,597,638 － －
 

 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

自　2024年３月１日
至　2024年５月31日

－ 15,597,638 － 100 － －
 

 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2024年２月29日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2024年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― 　　　　　　　　　 ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― 　　　　　　　　　 ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 136,200
 

　　　　　　　　　 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,448,600
 

154,486 ―

単元未満株式 普通株式 12,838
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 15,597,638 ― ―

総株主の議決権 ― 154,486 ―
 

 (注) 上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式７株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2024年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社マックハウス
東京都杉並区梅里
一丁目7番7号

 

136,200

 

－

 

136,200

 

0.87

計 ― 136,200 － 136,200 0.87
 

 

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2024年３月１日から2024年５月

31日まで）及び第１四半期累計期間（2024年３月１日から2024年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、太

陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 
３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有しておりませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年２月29日)
当第１四半期会計期間
(2024年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,540 437

  売掛金 326 555

  商品 3,680 4,075

  前払費用 130 141

  その他 59 32

  流動資産合計 5,736 5,242

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 48 47

   建物附属設備（純額） 266 251

   構築物（純額） 4 4

   車両運搬具（純額） - 0

   工具、器具及び備品（純額） 44 44

   リース資産（純額） 4 3

   土地 173 173

   有形固定資産合計 541 524

  無形固定資産 109 124

  投資その他の資産   

   長期前払費用 26 23

   敷金及び保証金 1,961 1,923

   その他 13 11

   貸倒引当金 △14 △13

   投資その他の資産合計 1,986 1,945

  固定資産合計 2,638 2,594

 資産合計 8,375 7,837
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年２月29日)
当第１四半期会計期間
(2024年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 777 906

  電子記録債務 1,801 1,591

  ファクタリング債務 16 15

  未払金 64 41

  未払法人税等 124 29

  未払費用 376 390

  賞与引当金 26 41

  資産除去債務 4 12

  その他 177 61

  流動負債合計 3,370 3,091

 固定負債   

  退職給付引当金 1,572 1,556

  転貸損失引当金 15 13

  長期預り保証金 113 107

  資産除去債務 561 546

  繰延税金負債 23 8

  その他 10 7

  固定負債合計 2,297 2,240

 負債合計 5,667 5,332

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100 100

  資本剰余金 4,898 4,898

  利益剰余金 △2,210 △2,413

  自己株式 △80 △80

  株主資本合計 2,707 2,504

 純資産合計 2,707 2,504

負債純資産合計 8,375 7,837
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期累計期間
(自 2023年３月１日
　至 2023年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2024年３月１日
　至 2024年５月31日)

売上高 4,301 3,316

売上原価 2,158 1,623

売上総利益 2,143 1,692

販売費及び一般管理費 2,202 1,866

営業損失（△） △59 △173

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取家賃 64 48

 その他 11 7

 営業外収益合計 76 56

営業外費用   

 支払利息 0 0

 不動産賃貸費用 54 40

 その他 1 1

 営業外費用合計 56 42

経常損失（△） △39 △160

特別損失   

 固定資産除却損 0 0

 減損損失 22 26

 店舗閉鎖損失引当金繰入額 16 -

 リース解約損 4 -

 特別損失合計 43 27

税引前四半期純損失（△） △83 △187

法人税、住民税及び事業税 32 29

法人税等調整額 0 △15

法人税等合計 33 14

四半期純損失（△） △116 △202
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【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自 2023年３月１日
 至 2023年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2024年３月１日
 至 2024年５月31日)

減価償却費 48百万円 30百万円
 

 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間（自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）

     配当金支払額

　　 無配のため、該当事項はありません。

 
 

当第１四半期累計期間（自 2024年３月１日 至 2024年５月31日）

     配当金支払額

　　 無配のため、該当事項はありません。

 
 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　2023年３月１日　至　2023年５月31日）

当社は衣料品等小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第１四半期累計期間（自　2024年３月１日　至　2024年５月31日）

当社は衣料品等小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

項目
前第１四半期累計期間
(自 2023年３月１日
　至　2023年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2024年３月１日
　至　2024年５月31日)

メンズトップス 1,373 1,045

メンズボトムス 829 699

レディーストップス 787 587

レディースボトムス 448 377

キッズ 458 312

その他 404 293

顧客との契約から生じる収益 4,301 3,316

外部顧客への売上高 4,301 3,316
 

 
 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自 2023年３月１日
 至 2023年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2024年３月１日
 至 2024年５月31日)

 １株当たり四半期純損失金額(△) △7円52銭 △13円09銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失金額(△)(百万円) △116 △202

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円) △116 △202

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,461 15,461
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2024年７月12日

株式会社マックハウス

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人
 

　東京事務所

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久 　塚　 清　 憲 ㊞

     
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西 　村　　大　 司 ㊞
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マック

ハウスの2024年３月１日から2025年２月28日までの第35期事業年度の第１四半期会計期間（2024年３月１日から2024年

５月31日まで）及び第１四半期累計期間（2024年３月１日から2024年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マックハウスの2024年５月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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